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税務訴訟資料 第２７２号（順号１３７０７） 

 

 最高裁判所（第一小法廷） 令和●●年（○○）第●●号 法人税更正処分等取消請求上告受理事

件 

 国側当事者・国（麻布税務署長事務承継者渋谷税務署長） 

 令和４年４月２１日認容・確定 

 （控訴審・東京高等裁判所、令和●●年（○○）第●●号、令和２年６月２４日判決、本資料２７

０号－５８・順号１３４１８） 

 （第一審・東京地方裁判所、平成●●年（○○）第●●号、平成●●年（○○）第●●号、平成●

●年（○○）第●●号、令和元年６月２７日判決、本資料２６９号－６３・順号１３２８６） 

 

    判     決 

 当事者の表示   別紙当事者目録記載のとおり 

 

  上記当事者間の東京高等裁判所令和●●年（○○）第●●号法人税更正処分等取消請求事件につ

いて、同裁判所が令和２年６月２４日に言い渡した判決に対し、上告人から上告があった。よって、

当裁判所は、次のとおり判決する。 

 

    主     文 

 本件上告を棄却する。 

 上告費用は上告人の負担とする。 

 

    理     由 

  上告代理人舘内比佐志ほかの上告受理申立て理由（第６を除く。）について 

  以下、法人の名称は別表記載の略称により表記する。 

 １ 被上告人は、平成２０年１２月期（平成２０年１０月●日から同年１２月３１日までの事業年

度）及び平成２１年１２月期（平成２１年１月１日から同年１２月３１日までの事業年度。以下、

その後の事業年度も同様に表記する。）から平成２４年１２月期までの各事業年度（以下「本件

各事業年度」という。）に係る法人税の確定申告において、被上告人と同じ企業グループに属す

るＫからの金銭の借入れ（以下「本件借入れ」という。）に係る支払利息（以下「本件支払利息」

という。）の額を損金の額に算入したところ、麻布税務署長は、同族会社等の行為又は計算の否

認に関する規定である法人税法１３２条１項を適用し、上記の損金算入の原因となる行為を否認

して被上告人の所得の金額につき本件支払利息の額に相当する金額を加算し、本件各事業年度に

係る法人税の各更正処分及び平成２０年１２月期を除く本件各事業年度に係る過少申告加算税の

各賦課決定処分（以下、併せて「本件各処分」という。）をした。 

   本件は、被上告人が、上告人を相手に、本件各処分（上記各更正処分については申告額を超え

る部分）の取消しを求める事案であり、本件借入れが法人税法１３２条１項にいう「これを容認

した場合には法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」に当たるか否かが

争われている。 

 ２ 原審の適法に確定した事実関係等の概要は、次のとおりである。 
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 （１）被上告人及びその属する企業グループの概要 

   ア 被上告人は、平成２０年１０月●日に設立された音楽に関する事業（以下「音楽事業」と

いう。）を目的とする合同会社であり、フランス法人であるＣが直接的又は間接的に全ての

株式又は出資（以下「全持分」という。）を保有する法人から成る企業グループ（以下「本

件企業グループ」という。）のうち、音楽事業を担当する部門（以下「本件音楽部門」とい

い、これを構成する法人を「本件音楽部門法人」と総称する。）に属している。また、被上

告人は、法人税法２条３号にいう内国法人であり、平成２７年法律第９号による改正前の同

条１０号にいう同族会社に当たる。 

   イ 本件企業グループは、音楽事業のほか、テレビ、映画等のメディアに関する事業を行う企

業グループである。別表記載の法人（Ｃを除く。）は、いずれも本件音楽部門に属していた

ところ、本件音楽部門法人についての平成２０年９月以前の主な資本関係は、第１審判決別

紙５のとおりであり、このうち内国法人の資本関係の概要等は、次のとおりであった。 

   （ア）本件音楽部門法人である内国法人（以下「日本の関連会社」という。）には、Ｄ、Ｅ、

Ｗ及びＺがあった。 

   （イ）Ｄは、その全持分をオランダ法人であるＨにより保有されており、Ｈは、その全持分を

オランダ法人であるＵにより間接的に保有されていた。また、Ｅは、その全持分をＤによ

り保有されていた。 

   （ウ）Ｗは、その全持分をオランダ法人であるＶにより保有されており、Ｖは、その全持分を

Ｕにより保有されていた。 

   （エ）Ｚは、その全持分を英国法人であるＹにより保有されており、Ｙは、その全持分をＵに

より間接的に保有されていた。 

 （２）組織再編成に係る取引 

   ア 本件企業グループは、平成１２年（２０００年）以降、本件音楽部門法人の数が増加し、

資本関係も複雑化したことから、組織再編成を行ってきたところ、その基本方針は、一つの

国に一つの持株会社を設置し、その傘下に事業会社等を所属させ、法人の数を減らすととも

に、各国の法人間で資本と負債のバランスを適正にするというものであった。そして、本件

企業グループは、遅くとも平成２０年（２００８年）７月２３日までに、日本の関連会社に

ついて組織再編成等を行うための計画（以下「本件再編成等スキーム」という。）を策定し

た。 

   イ 本件企業グループにおいては、次の（ア）～（オ）のとおり、本件再編成等スキームに基

づく組織再編成に係る取引（以下「本件組織再編取引」と総称する。）が行われた（特に断

らない限り、この項の月日は、平成２０年（２００８年）のものをいう。）。 

   （ア）被上告人の設立と増資 

      Ｕが全持分を保有する英国法人であるＩは、９月●日、オランダ法人であるＢを設立し、

Ｂは、１０月●日、被上告人を資本金２００万円で設立した。そして、被上告人は、同月

２９日、Ｂから２９５億円の追加出資（以下「本件追加出資」という。）を受けた。 

   （イ）本件借入れ 

      被上告人は、１０月２９日、フランス法人であるＫとの間で、無担保で８６６億６１３

２万円を借り入れる旨の金銭消費貸借契約を締結し、同日、Ｋから同額の交付を受けた

（本件借入れ）。本件借入れの約定は次のａ～ｄのとおりであり、そのうち利息及び返済
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期間については、被上告人が多額の利益を生じていたＤを吸収合併すること（以下「本件

合併」という。）によりその事業を承継することを前提に、予想される利益に基づいて決

定された。 

      ａ 借入金は、Ｄ、Ｗ及びＺ（以下「本件各内国法人」という。）の株式の購入代金及

びその関連費用にのみ使用される。 

      ｂ 利息の利率は、平成２６年（２０１４年）１０月２９日までは年６.８％、その後

は年５.９％とする。 

      ｃ 被上告人は、平成４０年（２０２８年）１０月２９日に借入金残額及び経過利息等

を返済する。 

      ｄ 被上告人は、平成２１年（２００９年）１０月２９日までであれば３００億円を限

度として借入金を返済することができ、平成２６年（２０１４年）１０月２９日以降

はいつでも借入金の全部の返済をすることができる。 

   （ウ）被上告人による本件各内国法人の全発行済株式の取得（買収） 

      ａ 被上告人は、１０月２９日、ＨからＤの全発行済株式を代金１１４４億１８００万

円で購入する旨の売買契約を締結し、Ｈに対して同額を支払って上記株式を取得した

（以下、この株式の取得を「本件Ｄ買収」という。）。 

      ｂ 被上告人は、１０月２９日、ＶからＷの全発行済株式を代金１４億６９００万円で

購入する旨の売買契約を締結し、Ｖに対して同額を支払って上記株式を取得した（以

下、この株式の取得を「本件Ｗ買収」という。）。 

      ｃ 被上告人は、１０月２９日、ＹからＺの全発行済株式を代金２０００ポンドで購入

する旨の売買契約を締結し、Ｙに対して同額に相当する３２万円を支払って上記株式

を取得した（以下、この株式の取得を「本件Ｚ買収」という。）。 

   （エ）被上告人によるｂの設立 

      被上告人は、１１月●日、ｂを設立した。 

   （オ）被上告人及びｂによる吸収合併 

      ａ 被上告人とＤは、１１月１０日、被上告人を存続会社とし、Ｄを消滅会社として吸

収合併する旨の契約を締結し、平成２１年１月●日に合併の効力が生じた（本件合

併）。 

      ｂ ｂとＷ及びＥは、ｂを存続会社とし、Ｗ及びＥを消滅会社として吸収合併する旨の

契約を締結し、平成２１年７月●日に合併の効力が生じた。 

   ウ 本件組織再編取引の結果、本件音楽部門法人についての主な資本関係は、第１審判決別紙

６のとおりとなったところ、日本の関連会社についての資本関係は、次のとおりとなった。 

   （ア）ＵがＩの全持分を保有し、ＩがＢの全持分を保有し、Ｂが被上告人の全持分を保有する。 

   （イ）被上告人が、ｂ及びＺの全持分を保有する。 

   （ウ）従前、本件各内国法人の全持分をそれぞれ保有していたＨ、Ｖ及びＹは、いずれも、日

本の関連会社の株式又は出資を保有しない。 

 （３）本件組織再編取引に伴う資金面に関する取引 

   ア 本件企業グループにおいては、平成２０年（２００８年）１０月２９日、次の（ア）～

（エ）のとおり、本件追加出資、本件借入れ及び本件各内国法人の買収についての資金面に

関する取引（以下「本件財務関連取引」と総称し、これと本件組織再編取引を総称して「本
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件組織再編取引等」という。）が行われた。 

   （ア）本件追加出資の原資（２９５億円）の調達 

      Ｃは、フランス法人であるＬに対して、Ｌは、英国法人であるＸに対して、順次、１億

９９９５万４３３２.１６ポンドを送金し、Ｘは、Ｉに対して、これを出資金として送金

した。Ｉは、Ｃとの間で上記金員について両替をして２億４７１９万２８９４.２５ユー

ロを得た上で、Ｂに対し、これを出資金として送金した。そして、Ｂは、Ｃとの間で上記

金員について両替をして２９５億円を得た上で、被上告人に対し、これを出資金として送

金した（本件追加出資）。 

   （イ）本件借入れの原資（８６６億６１３２万円）の調達 

      ａ Ｃは、Ｌに対して、Ｌは、Ｋに対して、順次、４億６５５５万６９８０.０６ユー

ロを送金した。Ｋは、Ｃとの間で上記金員について両替をして５５５億５９５７万円

を得た。 

      ｂ Ｃは、Ｌに対して、Ｌは、Ｋに対して、順次、３００億円を送金した。 

      ｃ Ｃは、Ｌに対して、Ｌは、Ｋに対して、順次、９２３万２０２６.１４ユーロを送

金した。Ｋは、Ｃとの間で上記金員について両替をして１１億０１７５万円を得た。 

      ｄ Ｋは、被上告人に対して、上記の合計８６６億６１３２万円を貸付金として送金し

た（本件借入れ）。 

   （ウ）本件Ｄ買収の代金（１１４４億１８００万円）の送金等 

      ａ Ｈは、Ｃとの間で、被上告人から支払われた本件Ｄ買収の代金について両替をして、

９億５８７５万６４９４.０５ユーロを得た。 

      ｂ Ｈは、Ｕに対して、貸付金として、Ｕは、Ｋに対して、借入れの返済金として、順

次、上記ａの金員のうち４億８２９２万３４６０.１０ユーロを送金した。 

      ｃ Ｈは、オランダ法人であるＱに対して、上記ａの金員のうち４億７５８３万３０３

３.９５ユーロを貸付金として送金した。 

        Ｑは、このうち４億０９３２万３４９８.５８ユーロをＫに対して、その余の６６

５０万９５３５.３７ユーロをＬに対して、それぞれ借入れの返済金として送金した。 

      ｄ Ｋは、Ｌに対して、上記ｂ及びｃのとおり送金を受けた合計８億９２２４万６９５

８.６８ユーロを送金した。 

      ｅ Ｌは、Ｃに対して、上記ｃ及びｄのとおり送金を受けた合計９億５８７５万６４９

４.０５ユーロを送金した。 

   （エ）本件Ｗ買収の代金（１４億６９００万円）の送金等 

      Ｖは、Ｃとの間で、被上告人から支払われた本件Ｗ買収の代金について両替をして、１

２３０万９３６８.１９ユーロを得た。そして、Ｖは、Ｑに対して、Ｑは、Ｌに対して、

Ｌは、Ｃに対して、順次、１２３０万９３６８.１９ユーロを送金した。 

   イ 本件財務関連取引による資金量の変動は、Ｃが２億７４３２万円の資金減少、被上告人

が２億７４００万円の資金増加、Ｘが３２万円の資金増加（本件Ｚ買収の代金）であり、

他の本件音楽部門法人には、結果的に資金量の変動はなかった。 

 （４）本件組織再編取引等の目的等 

   ア 本件組織再編取引等は、本件再編成等スキームの策定に当たり設定された次の目的（以下

「本件各目的」という。）を同時に達成することを企図するものであった。 
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   （ア）本件音楽部門のオランダ法人全体の負債を軽減するための弁済資金を調達すること 

   （イ）日本の関連会社を１社の傘下にまとめること 

   （ウ）日本における音楽出版社を合併により１社とすること 

   （エ）日本の関連会社が保有する円資金の余剰を解消し、Ｃが為替に関するリスクヘッジをす

ることなく、ユーロ市場での投資活動を行うことを可能にすること 

   （オ）日本の関連会社の資本構成に負債を導入し、日本の関連会社が保有する円建ての資産及

び日本の関連会社が生み出す円建てのキャッシュ・フローに係る為替に関するリスクを軽

減すること 

   （カ）業務と資本の各系統の統一を図ることにより経営を合理化・効率化すること及びＸが保

有する資金の余剰を減少させること 

   （キ）日本の関連会社を合同会社にすることにより、米国の税制上のメリットを受け、又はデ

メリットを回避するとともに、被上告人を含む日本の関連会社の柔軟かつ機動的な事業運

営を行うこと 

   （ク）当時検討されていた日本における本件音楽部門法人以外の音楽事業会社の買収に備える

こと 

   イ（ア）本件音楽部門は、米国法人であるＭが直接的又は間接的に全持分を保有する法人から

成るところ、本件各内国法人が株式会社であったため、米国の税制上、本件各内国法人

についていわゆるチェック・ザ・ボックス規則による構成員課税を選択することができ

ず、これを選択することによるメリットを受けることができなかったが、本件音楽部門

において日本を統括する会社となった被上告人が合同会社として設立されたことにより、

被上告人について上記構成員課税を選択することができるようになった。 

    （イ）合同会社は、株式会社との対比において、より機動的な事業運営が可能となるところ、

合同会社である被上告人の定款には、被上告人の業務は業務を執行する社員が決定する

こと及び同社員はＢとすることが定められた。 

 （５）本件各処分 

   ア 被上告人は、本件各事業年度につき、次の（ア）～（オ）のとおりの本件支払利息の額を

損金の額に算入し、第１審判決別表１、３及び５のとおり法人税の確定申告を行った。なお、

平成２１年１２月期から平成２４年１２月期までの本件支払利息の額は、益金の額の過半に

相当し、これを損金の額に算入すると法人税の額が大幅に減少することとなるものであった。 

   （ア）平成２０年１２月期 １０億４７６３万９０６９円 

   （イ）平成２１年１２月期 ４４億１０８１万６５６２円 

   （ウ）平成２２年１２月期 ３９億０６４８万３２２９円 

   （エ）平成２３年１２月期 ３９億０６４８万３２２８円 

   （オ）平成２４年１２月期 ３８億１３２９万７０３３円 

   イ これに対し、麻布税務署長は、上記アの損金算入は被上告人の法人税の負担を不当に減少

させる結果となるものであるとして、法人税法１３２条１項を適用し、その原因となる行為

を否認し、被上告人の所得の金額につき本件支払利息の額に相当する金額を加算して、被上

告人の本件各事業年度に係る法人税の額を計算し、第１審判決別表１、３及び５のとおり本

件各処分をした。 

 ３（１）法人税法１３２条１項は、同項各号に掲げる法人である同族会社等においては、その意思
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決定が少数の株主等の意図により左右され、法人税の負担を不当に減少させる結果となる行

為又は計算が行われやすいことから、税負担の公平を維持するため、そのような行為又は計

算が行われた場合に、これを正常な行為又は計算に引き直して法人税の更正又は決定をする

権限を税務署長に認めたものである。このような同項の趣旨及び内容に鑑みると、同項にい

う「これを容認した場合には法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」

とは、同族会社等の行為又は計算のうち、経済的かつ実質的な見地において不自然、不合理

なもの、すなわち経済的合理性を欠くものであって、法人税の負担を減少させる結果となる

ものをいうと解するのが相当である。 

  （２）同族会社等による金銭の借入れが上記の経済的合理性を欠くものか否かについては、当

該借入れの目的や融資条件等の諸事情を総合的に考慮して判断すべきものであるところ、

本件借入れのように、ある企業グループにおける組織再編成に係る一連の取引の一環とし

て、当該企業グループに属する同族会社等が当該企業グループに属する他の会社等から金

銭の借入れを行った場合においては、当該一連の取引全体が経済的合理性を欠くときは、

当該借入れは、上記諸事情のうち、その目的、すなわち当該借入れによって資金需要が満

たされることで達せられる目的において不合理と評価されることとなる。そして、当該一

連の取引全体が経済的合理性を欠くものか否かの検討に当たっては、①当該一連の取引が、

通常は想定されない手順や方法に基づいたり、実態とはかい離した形式を作出したりする

など、不自然なものであるかどうか、②税負担の減少以外にそのような組織再編成を行う

ことの合理的な理由となる事業目的その他の事由が存在するかどうか等の事情を考慮する

のが相当である。 

  （３）ア そこで、上記（２）に述べたところを踏まえて、本件借入れがその目的において不合

理と評価されるか否かを検討した上で、本件借入れに係るその他の事情を考慮して、本

件借入れが経済的合理性を欠くものか否かを判断することとする。 

     イ（ア）本件組織再編取引は、本件音楽部門において日本を統括する会社として被上告人

を設立するなどの組織再編成を行うものであるところ、国際的な企業グループにと

って、地域ごとの拠点を統括する会社を設立することは、当該地域における取引関

係の一本化や経理、人事等の間接部門の合理化に資するものであって、一般に合理

的な方策であると考えられる。また、被上告人を合同会社として設立することは、

被上告人についてチェック・ザ・ボックス規則による構成員課税を選択することを

可能にするとともに、より機動的な事業運営を可能にするものであるから、本件音

楽部門や本件企業グループ全体にとって有益である。 

         他方、本件財務関連取引は、全て同日に行われ、Ｃ及び本件音楽部門法人の間で

出資金、貸付金、借入れの返済金等として送金や両替を重ねるものであり、Ｃと被

上告人において２億７０００万円余の資金変動があったほかは、他の本件音楽部門

法人に有意な資金量の変動をもたらさない一方で、被上告人に８６６億円余の多額

の債務を生じさせた上で、これに対応した多額の利息の負担を生じさせるものであ

る。しかしながら、本件企業グループは、各国の法人間で資本と負債のバランスを

適正にするなどの基本方針の下で組織再編成を行ってきたところ、本件再編成等ス

キームを策定するに当たって設定された本件各目的の内容等に照らすと、本件財務

関連取引を含む本件組織再編取引等には、日本の関連会社の資本関係及びこれに対
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する事業遂行上の指揮監督関係を整理して法人の数を減らす目的、機動的な事業運

営の観点から本件音楽部門において日本を統括する会社を合同会社とする目的、本

件音楽部門のオランダ法人全体の負債を軽減するための弁済資金を調達する目的、

日本の関連会社やＸが保有する資金の余剰を解消し、Ｃによる為替に関するリスク

ヘッジを不要とする目的等があったということができ、本件組織再編取引等は、こ

れらの目的を同時に達成する取引として通常は想定されないものとはいい難い上、

本件財務関連取引の実態が存在しなかったことをうかがわせる事情も見当たらない。 

      （イ）もっとも、本件組織再編取引等には、日本の関連会社の資本構成に負債を導入す

る目的があったところ、本件合併以後の事業年度である平成２１年１２月期から平

成２４年１２月期までの本件支払利息の額は、これを損金の額に算入すると法人税

の額が大幅に減少することとなるものであったこと等からすれば、上記目的には、

多額の利益を生じていたＤの事業を承継した被上告人に対して多額の利息債務を負

担させることにより、被上告人の税負担の減少をもたらすことが含まれていたとい

わざるを得ない。 

         しかしながら、本件組織再編取引等には、税負担の減少以外に、前記（ア）に説

示したとおりの目的があり、これらは、本件組織再編取引等を行う合理的な理由と

なるものと評価することができる。 

      （ウ）以上によれば、本件組織再編取引等は、通常は想定されない手順や方法に基づい

たり、実態とはかい離した形式を作出したりするなど、不自然なものであるとまで

はいえず、また、税負担の減少以外に本件組織再編取引等を行うことの合理的な理

由となる事業目的その他の事由が存在したものということができる。 

         そうすると、本件組織再編取引等は、これを全体としてみたときには、経済的合

理性を欠くものであるとまでいうことはできず、本件借入れは、その目的において

不合理と評価されるものではない。 

     ウ 本件借入れに係るその他の事情についてみると、本件借入れは無担保で行われ、被上

告人は本件借入れが一因となって最終的に貸借対照表上は債務超過となっていることが

うかがわれるなど、本件借入れには独立かつ対等で相互に特殊関係のない当事者間で通

常行われる取引とは異なる点もある。 

       しかしながら、本件借入れは、本件各内国法人の株式の購入代金及びその関連費用に

のみ使用される約定の下に行われ、実際に、被上告人は、株式を取得して本件各内国法

人を自社の支配下に置いたものであり、借入金額が使途との関係で不当に高額であるな

どの事情もうかがわれない。また、本件借入れの約定のうち利息及び返済期間について

は、被上告人の予想される利益に基づいて決定されており、現に、本件借入れに係る利

息の支払が困難になったなどの事情はうかがわれない。 

       そうすると、上記の点があることをもって、本件借入れが不自然、不合理なものとま

ではいい難い。 

     エ 以上の諸事情を総合的に考慮すれば、本件借入れは、経済的かつ実質的な見地におい

て不自然、不合理なもの、すなわち経済的合理性を欠くものとはいえない。 

       したがって、本件借入れは、法人税法１３２条１項にいう「これを容認した場合には

法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」には当たらないという
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べきである。 

 ４ 以上と同旨の原審の判断は、正当として是認することができる。論旨は採用することができな

い。 

   よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 

 

最高裁判所第一小法廷 

裁判長裁判官 岡 正晶 

   裁判官 山口 厚 

   裁判官 深山 卓也 

   裁判官 安浪 亮介 

   裁判官 堺 徹 
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  令和●●年（〇〇）第●●号 

 上告受理申立て事件番号 東京高等裁判所令和●●年（〇〇）第●●号 

 申立人 国（処分をした行政庁 麻布税務署長事務承継者渋谷税務署長） 

 相手方 Ａ合同会社 

 

上告受理申立て理由書 

 

令和２年９月３日 

 

 最高裁判所 御中 

 

 申立人指定代理人   舘内 比佐志 

            菊池 憲久 

            間野 明 

            諸岡 慎介 

            岩本 雅也 

            田口 敏也 

            竹内 新 

            川野 英彦 

            小山 綾子 

            髙橋 紀子 

            小澤 信彦 

            伊藤 芳樹 

            竹内 之真 

            武内 大介 

            鷲津 晋一 

            平 雄一 
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  申立人（一審被告、原審控訴人。以下同じ。）は、本書面において、上告受理申立ての理由を明

らかにする。 

  なお、略語等については、本書面で新たに定義するもののほか、原判決並びに原判決が引用する

一審判決別紙２「略称一覧表」及び別紙４「法人略称一覧表」の例による（別紙略語表のとおり）。 

 

 第１ 事案の概要等 

  １ 事案の概要 

    フランス法人を究極の親会社とするグループ法人に属し、音楽事業を目的とする日本法人で

あって、法人税法（以下「法」という。）２条１０号の「同族会社」に当たる相手方（一審

原告、原審被控訴人。以下同じ。）は、本件各事業年度（平成２０年１２月期ないし平成２

４年１２月期）に係る法人税の確定申告において、当該グループ法人に属する外国法人から

の本件借入れに係る支払利息（本件利息）の額を損金の額に算入して申告したところ、麻布

税務署長（処分行政庁）は、本件利息の損金算入は相手方の法人税の負担を不当に減少させ

るものであるとして、法１３２条１項に基づき、その原因となる行為を否認して相手方の所

得金額を加算し、本件各事業年度に係る法人税の各更正処分（本件各更正処分）及び平成２

０年１２月期を除く各事業年度に係る過少申告加算税の各賦課決定処分（本件各賦課決定処

分）をした。 

    本件は、相手方が、本件借入れは相手方を含むグループ法人の組織再編（本件一連の行為に

ついては別添１を、本件増資、本件借入れ及び本件買収に係る会計処理の流れについては別

添２を、本件組織再編取引前後のＣグループ内の資本関係については別添３及び別添４参照）

の一環として行われた正当な事業目的を有する経済的合理性がある取引であり、本件各更正

処分等は法１３２条１項の要件を欠く違法な処分であると主張して、申立人（国）を相手に、

本件各更正処分等の取消しを求める事案である。 

  ２ 本件の争点 

    本件の争点は、①（ⅰ）法１３２条１項にいう「その法人の行為又は計算」で、「これを容

認した場合には法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」（不当性要

件）該当性の判断枠組み（より具体的には、経済的合理性を欠くか否かの判断の在り方）、

（ⅱ）本件借入れの不当性要件該当性（以下、（ⅰ）及び（ⅱ）を併せて「争点１」とい

う。）及び②相手方の本件各事業年度における所得金額及び納付すべき法人税額（以下「争

点２」という。）である（一審判決１９ページ）。 

    一審判決は、争点１についてのみ判断し、争点２については判断せずに相手方の請求を認容

し、原判決も、同様に争点１についてのみ判断し、申立人の控訴を棄却した。 

    申立人は、争点１について、原判決が、法１３２条１項の不当性要件の解釈を誤り、本件借

入れが法１３２条１項にいう「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるも

の」に当たらないとしたことは、法令の解釈に関する重要な事項を含む（民事訴訟法３１８

条１項）ものであることから、上告受理申立ての理由として主張する（後記第３ないし第

５）。また、争点１について法１３２条１項の適用が認められた場合、争点２についても判

断が必要となることから、念のため争点２についても申立人の主張の要旨を述べる（後記第

６）。 

  ３ 原判決の要旨 
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  （１）不当性要件の判断枠組みについて 

    ア 法１３２条１項の趣旨及び目的からすれば、同族会社等の行為又は計算が同項にいう

「これを容認した場合には法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」

か否かは、専ら経済的、実質的見地において当該行為又は計算が純粋経済人として不自然、

不合理なものと認められるか否か、すなわち経済的合理性を欠くか否かという客観的、合

理的基準に従って判断すべきものと解される。そして、同族会社が当該同族会社の株主等

又はその関連会社からした金銭の無担保借入れが不当性要件に該当するか否かについては、

当該借入れの目的、金額、期間等の融資条件、無担保としたことの理由等を踏まえた個別、

具体的な事案に即した検討を要する。特に、上記のような借入れが企業再編等の一環とし

て行われた場合においては、組織再編成を含む企業再編等は、その形態や方法が複雑かつ

多様であるため、これを利用する巧妙な租税回避行為が行われやすく、租税回避の手段と

して濫用されるおそれがあること等に照らすと、①当該借入れを伴う企業再編等が、通常

は想定されない企業再編等の手順や方法に基づいたり、実態とは乖離した形式を作出した

りするなど、不自然なものであるかどうか、②税負担の減少以外にそのような借入れを伴

う企業再編等を行うことの合理的な理由となる事業目的その他の事由が存在するかどうか

等の事情も考慮した上で、当該借入れが経済的合理性を欠くか否かを判断すべきである

（原判決２１及び２２ページ）。 

    イ 申立人は、本件における不当性要件の判断枠組みとして、経済的合理性を欠く場合には、

独立当事者間の通常の取引と異なっている場合なども含まれ得る旨主張するが、独立当事

者間の通常の取引に相当する企業再編等の形態、方法を想定することは極めて困難である

から、申立人の上記主張のように解するのは相当でない（原判決２４ページ）。 

  （２）当てはめ 

    ア 本件再編成等スキームに基づく本件組織再編取引等に関する事情 

    （ア）本件再編成等スキームにおいて、相手方が設立され、出資金や借入金を原資として本

件各日本法人の親会社から本件各日本法人の株式を取得し、本件各日本法人をその傘下

の事業会社とすることや、相手方がＤを吸収合併等することは、一般に想定される企業

再編等の手順や方法に基づくものといえ、相手方が本件合併前は事業活動を行っておら

ず、その設立からわずか３か月程度で本件合併を行ったこと、本件合併前のＤと本件合

併後の相手方とでその経営組織、事業内容及び従業員数等に大きな変更はないこと、相

手方が取得したＤ株式を本件合併後に抱合い株式消滅損失として消却処理したことをも

って実態と乖離した形式を作出するものとは断じ難く、不自然なものとはいえないし、

日本の関連会社の資本関係及びこれに対する指揮監督関係を整理し、法人数を減らすと

いう目的は、本件再編成等スキームにつき、税負担の減少以外にこれを行うことの合理

的な理由となる事業目的その他の事由に当たるということができる（原判決２６ないし

２９ページ）。 

    （イ）次に、本件再編成等スキームにおいて、相手方が合同会社として設立されたことは不

自然なものではなく、日本の関連会社を合同会社とし、当時検討されていた日本におけ

る音楽会社の買収に備えるという目的は、本件再編成等スキームにつき、税負担の減少

以外にこれを行うことの合理的な理由となる事業目的その他の事由に当たるということ

ができる。 
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       そして、本件再編成等スキームに基づく本件組織再編取引等は、日本の関連会社の経

営の合理化という観点からみて、資本関係の簡素化のほか、経営の効率化や管理コスト

の低減が期待できるものであって、また、Ｍを最上位とするＭ部門における米国税制上

のメリットも認められるものであったから、Ｍ部門の日本における統括会社である相手

方（ひいては、その完全子会社になった後、相手方に吸収合併されることになるＤ）に

税負担の減少以外の経済的利益をもたらすものであった（原判決２９ないし３１ペー

ジ）。 

    （ウ）さらに、日本の関連会社の円余剰資金やＸの余剰資金を解消し、Ｃによる為替リスク

のヘッジを不要とするとともに、日本の関連会社の資本構成に負債を導入し、Ｍ部門の

オランダ法人の負債を軽減するための資金を調達するという目的は、本件再編成等スキ

ームにつき、税負担の減少以外にこれを行うことの合理的な理由となる事業目的その他

の事由に当たるということができる。 

       そして、本件再編成等スキームに基づく本件組織再編取引等は、Ｍ部門のオランダ法

人の負債軽減及び日本の関連会社の財務の合理化という観点からみた場合、相手方に本

件借入れに係る債務の負担及び利息の支払といった経済的負担をもたらす面があること

は否定できないが、他方で、Ｃの対外的な信用力が高められ、資金調達のコストが軽減

されるなど、Ｃグループ全体の財務態勢が強化される結果、相手方は、Ｃの信用力を利

用して、個別に資金調達をする場合と比べて大規模かつ円滑な資金調達を行い得ること

になるのであり、相手方（ひいては、その完全子会社になった後、相手方に吸収合併さ

れることになるＤ）にこのような税負担の減少以外の経済的利益をもたらすものであっ

た（原判決３１ないし３６ページ）。 

    （エ）このように、本件再編成等スキームに基づく本件組織再編取引等は、不自然なもので

はなく、税負担の減少以外にこれを行うことの合理的な理由となる事業目的その他の事

由が存在し、相手方（ひいては、その完全子会社になった後、相手方に吸収合併される

ことになるＤ）に税負担の減少以外の経済的利益をもたらすものである（原判決３７ペ

ージ）。 

    イ 本件借入れに関する事情 

      本件借入れに関する事情を個別に検討したところに照らしてみても、本件借入れが専ら

経済的、実質的見地において純粋経済人として不自然、不合理なもの、すなわち経済的合

理性を欠くものであるというべき事情は見当たらない。 

      相手方は、Ｋから本件借入れを行うに当たり、担保を提供していない。これは、相手方

が、本件設立後、Ｄに係る本件ＣＭＳ合意と同様の内容により、ＣグループのＣＭＳに参

加したこと、本件借入れの目的が相手方において平成２０年８月３１日当時において約１

１４４億円の価値を有していたＤ株式を含む本件各日本法人の株式を取得することとされ

ていたこと、本件借入れの借入条件が本件合併によりＤを承継した相手方の営業利益によ

って返済可能な範囲で定められたことを踏まえたものであり、本件借入れが無担保で行わ

れたことは、不自然ではなく、合理的な理由があるといえる（原判決３７ないし３９ペー

ジ）。 

    ウ 小括 

      以上の諸点を総合すれば、本件借入れは、同族会社であるためにされた不自然、不合理
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な租税負担の不当回避行為とはいえず、法１３２条１項にいう「法人税の負担を不当に減

少させる結果となると認められるもの」に当たらない（原判決３９及び４０ページ）。 

    エ 申立人の主張について 

    （ア）本件再編成等スキームに係る本件８つの目的のうち、日本の関連会社の資本関係及び

これに対する事業遂行上の指揮監督関係を整理し、法人数を減らすという目的、日本の

関連会社の資本構成に負債を導入し、Ｍ部門のオランダ法人の負債を軽減するための資

金を調達するという目的は、Ｃグループの実情に即したものであり、グループ全体の財

務マネジメントやその他の観点から、本件借入れが不合理とはいえないから、本件組織

再編取引等を行うスキームの中で、相手方には実質的に資金需要がなかったにもかかわ

らず、グループ内の組織再編により買収資金という見かけ上の資金需要が作出されたと

いうことはできない（原判決４２ないし４４ページ）。 

    （イ）仮に、相手方がＤ株式を取得した後に本件合併をするのではなく、株式会社であるＤ

が他の本件各日本法人を買収して合同会社に組織変更した場合には、ＤがＨ（オランダ

法人）の完全子会社であることから、オランダ法人の子会社であった日本の関連法人を

英国法人の資本下に置き、業務系統と資本系統の統一を図るという目的を達成すること

ができないし、日本の関連会社の資本構成に負債を導入し、Ｍ部門のオランダ法人の負

債を軽減するための資金を調達するという目的も達成することができなくなる。 

       また、仮に相手方が本件買収を経ずにＤを吸収合併した場合には、Ｄの完全親会社で

あったＨに対して相手方の持分の割当て又は金銭等の交付をすることが必要となるので

あるから、相手方がＨに対して本件買収（Ｄ株式の買取り）をした上でＤを吸収合併す

ることが直ちに迂遠であるとはいえない（原判決４５及び４６ページ）。 

 

 第２ 上告受理申立て理由の要旨 

  １ 本件借入れは、法１３２条１項の不当性要件を充足し、同項により否認されるべきものであ

るから、本件各更正処分等は適法であること（後記第３） 

  （１）法１３２条１項（１号）は、税務署長を判断主体として、一般に、多数の資本主によって

構成されている非同族会社の場合には、利害関係者相互の牽制が作用するため一部の資本主

が会社の意思決定を任意に行う可能性は比較的少ないが、同族会社の場合には会社の意思決

定が一部の資本主の意図により左右されるので、租税回避行為を容易になし得るところから、

これを是正し、負担の適正化を図る（同族会社と非同族会社の税負担の公平を図る）ための

規定である。 

     その趣旨・目的からすれば、同項の「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認め

られるもの」か否かは、経済的、実質的見地から、純粋経済人の行為・計算として不合理、

不自然な行為と認められるか否かという客観的、合理的基準により判断されるべきであり

（経済合理性基準）、その判断に当たっては、当該同族会社の行為等自体の目的、効果等に

ついて検討されなくてはならず、その行為等が複雑な企業再編等の一環として行われる場合

のように一定の目的のために行われる一連の行為の一部である場合において、当該同族会社

の資本主やその属する企業集団等において何らかの事業目的等を有していたとしても、それ

が当該同族会社の具体的な経済的利害と結びつかないのであれば、これを考慮することは許

されないというべきである。 
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  （２）これを本件についてみると、本件借入れは、本件増資と合わせて取得した資金により、Ｄ

の親会社であり同じ企業集団に所属するグループ企業であるＨからＤ株式を取得した上（本

件買収）で、Ｄを吸収合併し（本件合併）、Ｄの事業を承継することを目的とするものであ

り、本件増資、本件借入れ、本件買収、本件合併という一連の行為の一部であることから、

本件借入れの経済的合理性を判断するに当たっては、上記一連の行為の周辺事情、関連事情

を踏まえつつも、本件借入れの目的、効果等を適切に評価する必要がある。 

     そして、一定の目的を実現するために実際に行われた行為よりも経済的負担の少ないほか

に採り得る手段があれば、同手段を選択することが純粋経済人とすれば合理的であるから、

そのような場合に実際に行われた行為に経済的合理性は認められず、「不当」と評価される

べきである。 

     また、金銭の借入れやその利払いによる負債は、経済的不利益として明確であるから、そ

の額が大きくなればなるほど、それに応じた利益がなければ経済的合理性を認めにくいこと

になるし、一定の目的の実現のために現実に採った手段とほかに採り得る手段との間の経済

的負担の差が大きくなればなるほど、その不当性は高まるという関係にある。 

     この点、相手方が、同じ企業集団に所属するグループ企業であるＤの事業承継という目的

を達成するためには、相手方及びＤ並びにそれぞれの親会社は、いずれもＣグループに属す

る関連会社であり、かつ、相手方が同じ企業集団に属するグループ企業であるＤの事業を承

継するだけで、新たな収益性をＣグループの外部から獲得するものではないことからすれば、

大きな経済的負担となる本件借入れをした上で本件買収を行わなくても、例えば、相手方が

Ｄの親会社であるＨに対して相手方の持分を交付してＤを直接吸収合併したり、直接吸収合

併しないとしても、本件借入れの代わりに関連会社からＤの買収に必要な資金全額の増資を

受けてＤの株式を買収した上でＤを吸収合併したりするなどの方法により実現可能であるか

ら、相手方には、大きな経済的負担もなくその目的を実現し得る手段があり、このような手

段を採らずに行った本件借入れは、経済的、実質的見地から見て、純粋経済人の行為として

不合理、不自然な行為といえ、「不当」と評価せざるを得ない。 

  ２ 原判決の判断は、法１３２条１項の解釈適用を誤っていること（後記第４） 

  （１）原判決は、不当性要件の判断枠組みに関し、経済合理性基準を掲げ、本件借入れに関する

事情を挙げつつも、企業再編等自体について、法１３２条の２の適否の判断で問題とされる

考慮事情を挙げて検討を加えている。 

     しかしながら、不当性要件に該当するか否かは、飽くまで法１３２条１項の適用により更

正又は決定を受ける法人（以下「更正対象同族会社」という。）の行った具体的な行為・計

算自体について、当該更正対象同族会社自身の経済的利害との関係で判断されなくてはなら

ない。 

     また、法１３２条１項は、もとより、法１３２条の２とはその趣旨・目的が異なり、法１

３２条１項の不当性要件の意議は、法１３２条の２にいう「法人税の負担を不当に減少させ

る結果となると認められるもの」とは異なるのであるから、法１３２条１項の適否の判断の

場面において、法１３２条の２の適否の判断で問題とされる考慮事情を検討することは許さ

れない。仮にこれを重視して判断することになれば、法１３２条１項の典型的な適用場面に

おいて更正対象同族会社の行為等を否認することができなくなるし、更正対象同族会社の資

本主やその属する企業集団等の企業再編等の利益そのものを評価することになる結果、当該
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企業再編等に係る経営判断それ自体の当否を判断することになり、一部の資本主による経済

的に不合理な意思決定に基づく租税回避行為を防ぐという法１３２条１項の趣旨・目的を没

却することになる上、実質的にも、当該判断が経済的合理性を欠くのは極めて限られた場面

しかないことになり、不当である。 

     以上のとおり、法１３２条１項の不当性要件に関する原判決の判断枠組みは、明らかに誤

っている。 

  （２）原判決は、相手方の具体的な経済的利害とは結びつかない、相手方の資本主やその属する

企業集団の事業目的等を考慮して本件借入れの経済的合理性を肯認するが、当該同族会社の

資本主やその属する企業集団の事業目的等が当該同族会社の具体的利益に結びつかないので

あれば、そのような企業集団全体の利益をもって経済的合理性を肯定することはできないし、

原判決が認定する本件組織再編取引等に伴う効果は、いずれもＣグループ全体の将来の不確

定な利益であったり、抽象的な可能性や推測に基づく利益であったりするにとどまり、本件

借入れとの間の因果関係も明らかでない上、相手方の経済的利益として見ても、いずれも抽

象的ないし将来の可能性にすぎないから、巨額の本件借入れ及び利払いにより経済的不利益

を受ける相手方が、本件借入れを行うことに経済的合理性があるか否かを検討するに当たっ

て考慮すべき経済的事情とはいえないものである。 

     また、原判決の判断は、実質的には更正対象同族会社の資本主やその属する企業集団全体

の利益をもって法１３２条１項の適用を否定する結論を採っているものと見ざるを得ず、同

項の趣旨・目的に反している。 

     したがって、原判決は、法１３２条１項の適用を誤っている。 

  ３ 原判決の判断は、高等裁判所の判例と相反するものであり、本件は法令解釈に関する重要な

事項を含むものであること（後期第５） 

    法１３２条１項の不当性要件の判断枠組みとして、経済合理性基準を掲げながら、その具体

的な判断基準として、更正対象同族会社の資本主やその属する企業集団等の企業再編等の事

業目的やそれに関連する行為の手順、方法、態様等の経済的合理性を考慮すべきであるとし、

また、同合理性を欠く場合に、独立当事者間の通常の取引と異なっている場合なども含まれ

ると解することは相当ではないとする原判決の判断は、経済合理性基準の判断においてこれ

と異なる手法を採用し、その判断に当たって独立当事者間取引基準を採用する高等裁判所の

判例の判断と相反する。 

    そして、法１３２条１項の不当性要件の解釈・適用の在り方は、同族会社と非同族会社の税

負担の公平を図り、適正公平な法人税の課税を実現するに当たり極めて重要であり、原判決

の判断は課税実務に多大の影響を及ぼすものであるから、本件は法令解釈に関する重要な事

項を含むものであることが明らかである。 

 

 第３ 本件借入れは、法１３２条１項の不当性要件を充足し、同項により否認されるべきものであ

るから、本件各更正処分等は適法であること 

  １ 法１３２条１項は、税務署長が主体となって不当性を判断し、同族会社と非同族会社との税

負担の公平を図る趣旨・目的の規定であること 

  （１）法１３２条１項における不当性判断の主体について 

     法人税法は、１３２条１項柱書きにおいて、「税務署長は、次に掲げる法人に係る法人税
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につき更正又は決定をする場合において、その法人の行為又は計算で、これを容認した場合

には法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、その行為

又は計算にかかわらず、税務署長の認めるところにより、その法人に係る法人税の課税標準

若しくは欠損金額又は法人税の額を計算することができる。」と規定している。 

     上記法１３２条１項の文理からすれば、同項の不当性要件の判断の主体は「税務署長」で

あり、当該「税務署長」が「次に掲げる法人」（本件では、同項１号の「内国法人である同

族会社」）に係る法人税について「更正又は決定をする場合」に適用する規定であるといえ

る。 

     また、同項の文理上、税務署長は、その法人の行為又は計算で、これを「容認」した場合

に、法人税の負担を不当に減少させる結果になると「認められる」ものがあるときは、「税

務署長の認めるところ」により、その法人の法人税の課税標準等を計算することができるの

であるから、同項は、やはり、飽くまで「税務署長」がその法人の行為又は計算を観察し、

法人税の負担を不当に減少させるものと判断した場合において、法人税の課税標準等を再計

算する趣旨の規定といえる。 

  （２）法１３２条１項（１号）の趣旨・目的は同族会社と非同族会社との税負担の公平を図るこ

とであること 

     法１３２条１項は、納税者間の税負担の公平を図るために税務署長に是正の権限を与える

ものであって、同項１号は、一般に、多数の資本主によって構成されている非同族会社の場

合には、利害関係者相互の牽制が作用するため一部の資本主が会社の意思決定を任意に行う

可能性は比較的少ないが、同族会社の場合には会社の意思決定が一部の資本主の意図により

左右されるので、租税回避行為を容易になし得るところから、これを是正し、負担の適正化

を図る（同族会社と非同族会社の税負担の公平を図る）ことをその趣旨・目的としている

（武田昌輔・ＤＨＣコンメンタール法人税法５５３１の３ページ。）。 

  （３）法１３２条１項は、更正対象同族会社の経営判断（事業判断）を否定するものではなく、

また、その事業活動を萎縮させるものではないこと 

     前記（２）のとおり、法１３２条１項は、飽くまで非同族会社との公平な課税の実現を目

的とするものであり、現実に行われた行為の私法上の効力を失わせるものでも、現実にされ

た計算そのものに実体的変動を生じさせるものでもなく（最高裁昭和４８年１２月１４日第

二小法廷判決・訟務月報２０巻６号１４６ページ参照）、当該行為・計算に基づき過重な課

税をするものでもないため、当該行為・計算を行った更正対象同族会社の目的（租税負担に

関する目的以外の目的）や、その目的を実現するための経営判断（事業判断）そのものを否

定するものではないし、その事業活動を萎縮させることもない。 

     したがって、法１３２条１項を適用したとしても、本件借入れの私法上の効力を失わせる

ものではないし、いわんや、日本に所在するＣグループ関連会社の合同会社への組織変更及

び親会社の変更、相手方が主張し、原判決が認定する本件８つの目的の一つである「日本か

ら円余剰資金を移転させ、Ｃが為替リスクのヘッジをすることなく、ユーロ市場での投資活

動を可能ならしめること」（原判決７ページ）等の私法上の効力を失わせるものではなく、

これを行った相手方やＣグループの目的や経営判断（事業判断）を否定するものでもない。 

     したがって、相手方の行為・計算に対する法１３２条１項の適用は、同族会社である相手

方に非同族会社との公平が図られるよう税負担をしてもらうということを意味するにすぎず、
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それによって、相手方やＣグループの事業活動を萎縮させることにはならないのである。 

  ２ 法１３２条１項の不当性要件の判断基準 

  （１）不当性要件の判断基準（経済合理性基準） 

    ア 前記１（２）で述べたとおり、法１３２条１項の趣旨・目的は、同族会社と非同族会社

の税負担の公平を図ることにある。そして、同族会社の行為・計算が、純粋経済人であれ

ば行わないような経済的に不合理、不自然な行為・計算であれば、このような不合理、不

自然な行為・計算によってもたらされた法人税の負担の減少は、通常、経済的合理性に沿

う活動をし、その活動に応じた租税を負担する非同族会社との関係で「不公平」といえる。

すなわち、経済社会における企業活動の中には、非同族会社であれば通常行わないが、同

族会社であるがゆえに行うことができる行為・計算が存在し、当該行為・計算を行ったこ

とによる法人税の負担の減少は非同族会社との関係で直ちに「不公平」と評価されるもの

ではないものの、当該行為・計算が、経済的に不合理、不自然な行為・計算であれば、当

該行為・計算を行ったことによる法人税の負担の減少は、経済的合理性に従って活動する

がゆえに、これを通常行うことができない非同族会社との関係で「不公平」といえる。 

      また、前記１（１）で述べたとおり、法１３２条１項の不当性要件は、税務署長が主体

となって判断するものであり、税務署長は、法人税の負担の減少という客観的な結果につ

き当不当の判断をすることになるところ、その判断に当たっては、当然に恣意性を排除す

ることが要請されるから、客観的、合理的な基準が求められることになる。 

      以上述べたところによれば、法１３２条１項の「法人税の負担を不当に減少させる結果

となると認められるもの」に当たるか否かは、経済的、実質的見地から、純粋経済人の行

為・計算として不合理、不自然なものと認められるか否かという客観的、合理的基準によ

り判断されるべきである（経済合理性基準。札幌高裁昭和５１年１月１３日判決・訟務月

報２２巻３号７５６ページ、最高裁昭和５３年４月２１日第二小法廷判決・訟務月報２４

巻８号１６９４ページ参照）。 

    イ 経済的合理性に従って活動する非同族会社と同族会社との税負担の公平を図るという趣

旨・目的に鑑みれば、この「純粋経済人」として評価の対象となる主体は、飽くまで更正

対象同族会社自身であり、同族会社の資本主やその属する企業集団等（又は究極の親会社）

ではない。 

    ウ 法１３２条１項は、「その法人の行為又は計算」で、「これを容認した場合には法人税

の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」を否認できる旨規定しているだ

けであって、「その法人の行為又は計算」について特に限定してはいない。 

      また、前記１（２）で述べたとおり、法１３２条１項は、同族会社が容易になし得る租

税回避行為を是正し、同族会社と非同族会社の税負担の公平を図る趣旨・目的の規定であ

り、非同族会社との税負担の不公平を生じさせる行為・計算は広く是正される必要がある。

しかるところ、経済社会における企業活動の中で、同族会社が行う行為・計算としては、

非同族会社も通常行うような一般的な取引行為等のほか、例えば複雑な企業再編等の一環

として行われる行為・計算のように、非同族会社が行うことは想定されない行為等もある。

そのような中、非同族会社でも行うような一般的な取引行為等について、非同族会社であ

れば経済的に不合理、不自然であるとして通常は行わない行為・計算を、同族会社が行っ

て法人税の負担を減少させた場合、正に非同族会社との関係で不公平であるといえる。他
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方で、非同族会社が行うことは想定されない行為・計算であっても、経済的に不合理、不

自然な行為・計算であれば、当該行為・計算を行ったことによる法人税の負担の減少は、

もとよりそのような行為・計算をすることが想定されず、通常、経済的合理性に従って活

動を行う非同族会社との関係で同様に不公平といえることから、公平を図るために是正さ

れる必要がある。 

      したがって、法１３２条１項の規定の適用の対象となる同族会社の行為・計算は、非同

族会社が行うことが想定されるものであるか否かにかかわらないことになる。 

    エ 以上のとおり、法１３２条１項の不当性要件の判断基準としては、経済合理性基準によ

るべきところ、その評価の対象となる主体は更正対象同族会社自身であり、その対象とな

る行為・計算は、非同族会社が行うことが想定される行為等であるか否かにかかわらず、

当該行為・計算が行われた目的、効果（利益、不利益の両面を含む。）等を検討し、経済

的、実質的見地から、同行為等自体が純粋経済人の行為・計算として不合理、不自然なも

のと認められるか否かによるべきである。 

  （２）不当性要件（経済合理性基準）の判断対象は更正対象同族会社の「行為又は計算」である

こと 

     ここでは、前記（１）で述べた不当性要件の判断基準に照らし、その判断対象が更正対象

同族会社の「行為又は計算」であることについて、ふえんして説明する。 

     前記（１）ウで述べたとおり、法１３２条１項柱書きは、「その法人の行為又は計算」に

ついて、不当性要件に当たるかどうかを判断する旨規定しているところ、「その法人の行為

又は計算」とは、その文言上、「次に掲げる法人」の行為又は計算、すなわち同項１号及び

２号に掲げられている法人の行為又は計算を意味することが明らかである。また、法１３２

条１項は、同族会社との関係で、その租税回避行為を是正し、経済的合理性に従って活動す

る非同族会社との税負担の公平を図るための規定であり、非同族会社との税負担の公平を図

るに当たっては、経済合理性基準に基づき判断するのが同項の趣旨・目的に沿うものといえ

る。 

     上記のとおりの法１３２条１項の文言及びその趣旨・目的から明らかなように、不当性要

件に該当するか否か、すなわち経済合理性基準を満たすか否かを判断するに当たっては、飽

くまでも更正対象同族会社が行った具体的な行為・計算自体を対象とすべきである。 

     したがって、更正対象同族会社の行為・計算が不当性要件に該当するか否か、すなわち経

済合理性基準を満たすか否かを判断するに当たっては、上記のとおり、当該更正対象同族会

社の行為等自体の目的、効果等について検討されなくてはならず、当該更正対象同族会社の

資本主やその属する企業集団等（又は究極の親会社）に何らかの事業目的等があったとして

も、当該更正対象同族会社の具体的な経済的利害と結びつかないのであれば、これを考慮す

ることは許されないというべきである。 

     前記１（２）で述べたように、法１３２条１項の趣旨・目的が、同族会社において一部の

資本主の意図によりその意思決定が左右されて行われた租税回避行為を是正し、同族会社と

非同族会社の税負担の公平を図ることにあることからも明らかなとおり、同項は、私法上、

同族会社を支配する資本主やその属する企業集団等が、その事業目的に基づき、更正対象同

族会社の税負担を不当に減少させつつ、当該資本主やその属する企業集団等の利益を図る事

態があり得ることを前提にしていると解すべきであるから、更正対象同族会社の具体的な経
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済的利害とは結びつかない資本主やその属する企業集団等の事業目的等を考慮して経済的合

理性を認め、同項の適用を否定することは、同項が典型的に適用される状況が認められるに

もかかわらず、同項の適用を否定することに等しく、背理というべきである（もっとも、更

正対象同族会社の行為が、複雑な企業再編等の一環として行われる場合のように、一定の目

的のために行われる一連の行為の一部であるような場合には、当該一連の行為の周辺事情、

関連事情も踏まえて当該更正対象同族会社の経済的利害に関連する更正対象同族会社の行為

の目的、効果等を適切に評価し、経済的合理性の有無を判断しなくてはならないことは当然

であるが、当該更正対象同族会社の経済的利害を超えて、資本主やその属する企業集団等の

事業目的等の合理性を判断することが許されないことに変わりはない。）。 

  ３ 本件借入れが経済的に不合理、不自然なものであること 

  （１）本件においては、本件増資から本件合併までの一連の行為の関連事情等も踏まえて、相手

方の経済的利害と関連する本件借入れの目的、効果等を適切に評価し、経済的合理性の有無

を判断することを要すること 

     前記２（２）で述べたとおり、更正対象同族会社の行為・計算が不当性要件に該当するか

否か、すなわち経済合理性基準を満たすか否かを判断するに当たって、当該行為が一定の目

的のために行われた一連の行為の一部であるような場合であっても、当該一連の行為の周辺

事情、関連事情も踏まえつつも、当該更正対象同族会社の経済的利害と関連する更正対象同

族会社の行為の目的、効果等を適切に評価すべきである。 

     本件においては、相手方は、平成２０年１０月２９日に、親会社であり同じ企業集団に属

するグループ企業であるＢから２９５億円の追加出資を受ける（本件増資）とともに、同じ

企業集団に属するグループ企業であるＫから８６６億６１３２万円の借入れをした上（本件

借入れ）、本件増資及び本件借入れにより調達した資金を用いてＤの親会社であり同じ企業

集団に属するグループ企業であるＨから日本で音楽事業を行うＤ（相手方と同じ企業集団に

属するグループ企業である。）の株式（９４万７０００株）を１１４４億１８００万円で購

入し（本件買収）、平成２１年１月●日、Ｄを吸収合併（本件合併）し、Ｄの資産、負債及

び権利義務の一切を承継している（一審判決４、８ないし１０ページ）ところ、相手方が本

件借入れを行った目的は、本件借入れによる資金と本件増資による資金とを合わせてグルー

プ企業であるＨからＤ株式を取得した上（本件買収）、Ｄを吸収合併し（本件合併）、Ｄの

事業を承継することにあるといえる。 

     したがって、本件借入れは、相手方によるＤの事業承継という一定の目的のために行われ

た、本件増資、本件借入れ、本件買収、本件合併という一連の行為の一部であるから、上記

一連の行為の周辺事情、関連事情を踏まえつつも、本件借入れの目的、効果等を適切に評価

し、経済的合理性の有無を判断しなくてはならない。 

  （２）本件借入れは、非同族会社が行うことが想定されない行為であり、それ自体が純粋経済人

の行為として不自然、不合理な行為と認められるかを判断すべきであること 

    ア 活動実績がなく資産も信用もないペーパーカンパニーである非同族会社が優良企業の買

収のために他人から巨額の増資を受けたり、無担保で巨額の借入れをしたりすることは、

現実的には不可能であるし、そもそも優良企業がそのような非同族会社の合併に応じると

は考え難い。この点、相手方は、本件設立（平成２０年１０月●日）から本件合併（平成

２１年１月●日）までの約３か月間、固有の事業所や従業員を有しておらず、事業活動を
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行っていないいわゆるペーパーカンパニーであり（一審被告の平成２８年３月１５日付け

準備書面（２）・４９ページ）、本件において、日本で音楽事業を営む優良企業であるＤ

の株式９４万７０００株の取得のために投じられた金額は、１１４４億１８００万円（増

資金２９５億円と本件借入れに係る金員約８６６億円との合計から支出）もの巨額なもの

であることからすれば、本件借入れは、相手方の資本主が属する企業集団の下での本件増

資、本件借入れ、本件買収、本件合併という一連の行為の一部として行われたおよそ非同

族会社が行うことは想定されない行為であるといえる。 

      しかるところ、前記２（１）ウで述べたとおり、法１３２条１項の不当性要件の判断に

おいては、非同族会社が行うことが想定されない行為であっても経済合理性基準で判断す

べきであるから、上記のとおり、非同族会社が行うことの想定されない本件借入れについ

ても、その周辺事情、関連事情も踏まえつつも、本件借入れ自体の目的、効果等を検討し、

それが経済的、実質的見地から、純粋経済人の行為として不合理、不自然な行為と認めら

れるか否かを検討することとなる。 

    イ そして、同族会社が、本件借入れのような利払いを伴う金銭の借入れという損金の額を

増加させ、法人税の負担を減少させる行為を行った場合には、当該借入れの目的を実現す

るために、経済的負担の少ないほかの採り得る手段があるのであれば、当該手段を選択す

ることが純粋経済人とすれば合理的であるから、当該借入れを行う経済的合理性は認めら

れず、「不当」と評価されるべきである。 

      また、金銭の借入れやその利払いによる負債は、経済的不利益として明確であるから、

その額が大きくなればなるほど、それに応じた利益がなければ経済的合理性を認めにくい

ことになるし、一定の目的の実現のために現実に採った手段とほかに採り得る手段との間

の経済的負担の差が大きくなればなるほど、その不当性は高まるという関係にある。 

  （３）同じ企業集団に属するグループ企業であるＤの事業承継という目的は、相手方が本件借入

れをした上で本件買収を行わなくても実現可能であるから、本件借入れに経済的合理性は認

められないこと 

    ア 前記（１）で述べたとおり、相手方は、本件増資と本件借入れとによって取得した資金

を元に本件買収をした上、本件合併をすることにより、Ｄの有する資産及び負債を含む権

利義務の一切をそのまま承継し、日本国内でＣグループの音楽事業を行うことを目的とし

ていたところ、相手方及びＤ並びにそれぞれの親会社（Ｂ及びＨ）は、いずれも資本関係

においてフランスのＣを頂点とするＣグループに属する関連会社であり、かつ、相手方が

同じ企業集団に属するグループ企業であるＤの事業を承継するだけで、新たな収益性をＣ

グループの外部から獲得するものではないから、例えば、相手方がＤの親会社であるＨに

対し相手方の持分を交付してＤを直接吸収合併したり、直接吸収合併しないとしても、本

件借入れの代わりに関連会社からＤの買収に必要な資金全額の増資を受けてＤの株式を買

収した上でＤを吸収合併したりするなどすれば、相手方に本件借入れによる負債及び利払

いの負担を負わせることなく、上記事業目的を実現することができるのであるから、その

ような手段を選択することが純粋経済人として合理的であり、相手方が本件借入れを行う

経済的合理性は認められない。 

    イ なお、前記アの代替手段のうち、相手方が直接Ｄを吸収合併する場合、本件のように、

本件借入れをして本件買収をするのと異なり、相手方とＤの親法人のＨとの間にも資本関
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係が存続し、本件買収を経た本件合併の場合とは資本関係に差異が生じることになるが、

合併後にＨとＢとの間で株式の譲渡等を行うなどの方法により資本関係を整理することも

可能であるから、上記差異が本件借入れの経済的合理性を裏付けることにはならない（こ

れに関連して、Ｈ及びＢが所在するオランダの国内税法に基づく資本参加免税制度の下で

は、発行済株式の５パーセント以上を保有する法人の株式については、その処分により生

じた利得が免税されるものとされており、ＨとＢとの間で子会社株式等を譲渡したとして

も、オランダ国内では課税されないから、ＨとＢとの間の株式譲渡等に課税上の障害も認

められない。）。 

      また、そもそもＨも相手方の親会社であるＢも、いずれも同じ企業集団に属し、究極の

親会社（フランスのＣ）は同一である上、Ｈ及びＢ並びにそれぞれの直接の親会社である

Ｊ及びＩは、いずれも固有の事業所も従業員も有しないいわゆるペーパーカンパニーであ

り、日本国内で音楽事業を行う相手方に対して事業上何らかのコントロールを及ぼすこと

ができるような機能を有しているものとはいえず、企業集団内の資本関係を遡って見た場

合、本件増資、本件借入れ、本件買収及び本件合併の前後いずれにおいても、オランダの

Ｕに行きつくことに変わりはない（一審被告の平成２８年３月１５日付け準備書面

（２）・５３ページ。甲２４）のであるから、Ｈとの間の資本関係の有無によって相手方

の経済的利益に具体的な影響（差異）があるとはいえない。 

      仮に、相手方の主張するとおり、二つの資本系統を一つの資本系統にまとめ、相手方を

１００パーセントの親子会社とすることにより、コスト削減や意思決定の迅速化等の効果

があるとしても、当該効果を生じさせることも本件借入れの目的であり、したがって本件

借入れを行うことに経済的合理性があるというためには、純粋経済人の判断として、当該

目的のために固定的な負債８６６億６１３２万円及び毎期約４０億円の利払いという巨額

の経済的負担を負うことに合理性があるといえる必要があるが、上記のようなコスト削減

や意思決定の迅速化等の抽象的な効果は、上記の負債及び利払いの巨額さに照らせば経済

的合理性の観点からは考慮に値しないものである。 

    ウ さらに、相手方は、本件借入れに係る金員を用いて本件Ｗ買収及び本件Ｚ買収を行った

上で本件ｂ合併を行っている（一審判決８ないし１１ページ）が、そもそも上記各買収に

要した金額は、本件Ｗ買収が１４億６９００万円、本件Ｚ買収に至っては僅か２０００ポ

ンド（３２万円）にすぎず、本件借入れ全体（８６６億６１３２万円）の約１．７パーセ

ントとそのごく一部にすぎない上、本件Ｗ買収については、ｂ及びＷ並びにそれぞれの親

会社（相手方及びＶ）は、いずれも資本関係においてフランスのＣを頂点とするＣグルー

プに属する関連会社であるから、ｂがＷを直接吸収合併すれば、相手方に本件借入れ及び

その利払いの負担を負わせることなく上記事業目的を実現することができる（なお、ｂと

Ｗの親会社のＶとの間にも資本関係が存続することになるが、相手方とＶとは、いずれも

究極の親会社（フランスのＣ）を同じくする同一の企業集団に属し、その資本関係を遡っ

て見た場合、本件借入れ、本件買収、本件合併及び本件ｂ合併の前後いずれにおいても、

オランダのＵに行きつくことに変わりはないから、Ｖとの間の資本関係の有無によって相

手方の経済的利益に具体的な影響（差異）があるとは考えられない。）のであるから、本

件Ｗ買収、本件Ｚ買収及び本件ｂ合併による資本関係の変動の点は、相手方の本件借入れ

についての経済的合理性の観点からは、前記イと同様、考慮に値しないものということが
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できる。また、関連会社による相手方に対する増資により、本件借入れによる経済的負担

なく本件Ｗ買収及び本件Ｚ買収を行うことも考えられる。 

    エ そして、原判決が認定する本件組織再編取引等に伴う効果（原判決３０及び３１ページ

「ｄ」並びに３６ページ「ｆ」）は、いずれもＣグループ全体の将来の不確定な利益であ

ったり、抽象的な可能性や推測に基づく利益であったりするにとどまり、本件借入れとの

間の因果関係も明らかではない上、相手方の経済的利益として見ても、いずれも抽象的な

いし将来の可能性にすぎないから、巨額の本件借入れ及び利払いにより経済的不利益を受

ける相手方が、本件借入れを行うことに経済的合理性があるか否かを検討するに当たって

考慮すべき経済的事情とはいえないものであることは明らかである。 

  （４）小括 

     以上のとおり、本件借入れは、その目的、効果等を考慮して適切に評価すれば、経済的、

実質的見地から、純粋経済人の行為として不合理、不自然な行為であり、「不当」である。 

  ４ 結論 

    以上の次第で、本件借入れは、法１３２条１項の不当性要件を充足し、同項により否認され

るべきものであるから、本件各更正処分等は適法である。 

 

 第４ 原判決の判断は、法１３２条１項の解釈適用を誤っていること 

  １ 法１３２条１項の判断枠組みについて 

  （１）原判決は、不当性要件の判断枠組みに関し、経済合理性基準を掲げ、「同族会社が当該同

族会社の株主等又はその関連会社からした金銭の無担保借入れが不当性要件に該当するか否

かについては、当該借入れの目的、金額、期間等の融資条件、無担保としたことの理由等を

踏まえた個別、具体的な事案に即した検討を要する」として、当該借入れに関する事情を挙

げつつも、それに続けて、「特に、上記のような借入れが当該同族会社の属する企業集団の

再編等（括弧内略）の一環として行われた場合においては、（中略）①当該借入れを伴う企

業再編等が、通常は想定されない企業再編等の手順や手法に基づいたり、実態とは乖離した

形式を作出したりするなど、不自然なものであるかどうか、②税負担の減少以外にそのよう

な借入れを伴う企業再編等を行うことの合理的な理由となる事業目的その他の事由が存在す

るかどうか等の事情も考慮した上で、当該借入れが経済的合理性を欠くか否かを判断すべき

である」（原判決２２ページ）と判示し、企業再編等自体について、考慮すべき事情（上記

①及び②。以下「原判決考慮事情①及び②」ともいう。）を挙げ、これらの事情を考慮して

経済的合理性の有無を判断するとしている。 

     原判決が上記①及び②の考慮事情を掲げたのは、最高裁判所平成２８年２月２９日第一小

法廷判決（民集７０巻２号２４２ページ）が、法１３２条の２にいう「法人税の負担を不当

に減少させる結果となると認められるもの」とは、「法人の行為又は計算が組織再編成に関

する税制（括弧内略）に係る各規定を租税回避の手段として濫用することにより法人税の負

担を減少させるものであることをいうと解すべきであり、その濫用の有無の判断に当たって

は、①当該法人の行為又は計算が、通常は想定されない組織再編成の手順や方法に基づいた

り、実態とは乖離した形式を作出したりするなど、不自然なものであるかどうか、②税負担

の減少以外にそのような行為又は計算を行うことの合理的な理由となる事業目的その他の事

由が存在するかどうか等の事情を考慮した上で、当該行為又は計算が、組織再編成を利用し
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て税負担を減少させることを意図したものであって、組織再編税制に係る各規定の本来の趣

旨及び目的から逸脱する態様でその適用を受けるもの又は免れるものと認められるか否かと

いう観点から判断するのが相当である。」と判示していることから、同判決が掲げた考慮事

情を参考に法１３２条１項の解釈規範を定立したものであると考えられる。 

  （２）しかしながら、前記第３の２（２）で述べたとおり、不当性要件に該当するか否か、すな

わち経済合理性基準を満たすか否かは、飽くまで更正対象同族会社が行った具体的な行為・

計算自体について、当該更正対象同族会社自身の経済的利害との関係で判断されなくてはな

らない。その行為・計算が企業再編等の一環として行われた行為等であっても、当該更正対

象同族会社の資本主やその属する企業集団等の企業再編等の事業目的やそれに関連する行為

等の手順、方法、態様等からその経済的合理性を判断する手法は誤りであり、更正対象同族

会社の行為等自体の目的、効果等について更正対象同族会社自身の経済的利害との関係で検

討されなければならず、当該更正対象同族会社の資本主やその属する企業集団等に何らかの

事業目的等があったとしても、当該更正対象同族会社自身の具体的な経済的利害と結びつく

か否か（当該更正対象同族会社にとってどのような利益があるのか、損失をもたらすだけの

行為等ではないのか否かといった観点）を検討し、結びつかないのであれば、これを考慮す

ることは許されないというべきである。 

  （３）また、前記（１）のとおり、原判決は、法１３２条の２の適否の判断と同様の考慮事情を

挙げているが、組織再編成に係る行為又は計算の否認規定である法１３２条の２は、組織再

編成を濫用した租税回避行為を包括的に防止する規定として設けられたものであり、同条に

いう「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」とは、法１３２条１

項の不当性要件とは異なり、法人の行為又は計算が組織再編成に関する税制（以下「組織再

編税制」という。）に係る各規定を租税回避の手段として濫用することにより法人税の負担

を減少させるものであることをいうと解されている。そして、前記（１）で引用したとおり、

その濫用の有無の判断に当たっては、①当該法人の行為又は計算が、通常は想定されない組

織再編成の手順や手法に基づいたり、実態とは乖離した形式を作出したりするなど、不自然

なものであるかどうか、②税負担の減少以外にそのような行為又は計算を行うことの合理的

な理由となる事業目的その他の事由が存在するかどうか等の事情を考慮した上で、当該行為

又は計算が、組織再編成を利用して税負担を減少させることを意図したものであって、組織

再編税制に係る各規定（適格合併における欠損金の引継ぎに関する法人税法５７条２項及び

３項等）の本来の趣旨及び目的から逸脱する態様でその適用を受けるもの又は免れるものと

認められるか否かという観点から判断すると解されている（前掲最高裁平成２８年２月２９

日第一小法廷判決参照）。したがって、法１３２条１項は、もとより、法１３２条の２とは

その趣旨・目的が異なり、法１３２条１項の不当性要件の意義は、法１３２条の２にいう

「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」とは異なるのであるから、

法１３２条１項の適否の判断の場面において、法１３２条の２の適否の判断で問題とされる

考慮事情である前記①及び②の事情と同様の事情を挙げて検討することは許されない。 

     そして、前記第３の２（２）で述べたとおり、法１３２条１項の趣旨・目的からすれば、

同族会社を支配する資本主が自らやその属する企業集団等の利益のために、その支配力を行

使して更正対象同族会社の所得を減少させる行為等を否認するのが、同項の典型的な適用場

面であるといえる。そこでは、同族会社を支配する資本主やその属する企業集団等に何らか
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の利益があるとしても、同族会社の行為・計算に経済的合理性が認められない限り、当該行

為・計算は否認されることになる。それにもかかわらず、企業再編等の一環として行われる

更正対象同族会社の行為・計算についての法１３２条１項の不当性要件の判断に当たり、原

判決考慮事情①及び②を考慮要素として重視する判断手法を採れば、上記の法１３２条１項

の典型的な適用場面において更正対象同族会社の行為等を否認することができなくなるので

あるから、そのような判断手法は法１３２条１項の趣旨・目的に照らして不当といえる。 

     さらに、仮に、原判決考慮事情①及び②を重視して更正対象同族会社の行為等が経済的合

理性を欠くか否かを判断するとすれば、更正対象同族会社の経済的利害と離れた同会社の資

本主やその属する企業集団等の利益そのものを評価することになる結果、当該企業再編等に

係る経営判断それ自体の当否を判断することになり、一部の資本主による経済的に不合理な

意思決定に基づく租税回避行為を防ぐという法１３２条１項の趣旨・目的を没却することに

なる。実質的にも、経営判断それ自体に相応の理由があれば、その経済的合理性を肯認せざ

るを得ないことになるが、更正対象同族会社の資本主やその属する企業集団等の企業再編等

の事業目的やそれに関連する手順等が多様であることを考慮すると、同会社の資本主やその

属する企業集団等の関係者が何らかの事業目的等を作出し又は付加することも容易であるか

ら、企業再編等の一環として行われた行為・計算については、法１３２条１項が適用される

場面はおよそあり得ないという不当な結果になってしまう。 

     加えて、不当性判断の主体となる租税に関する行政機関である税務署長やその処分の適法

性を審査する裁判所には、同族会社が行う行為・計算そのものの経済的合理性の判断を超え

て、企業再編等に係る経営判断それ自体の当否の判断が求められるが、税務署長等にそのよ

うな難しい判断を求める解釈を採るのも相当ではない。 

     以上からすれば、法１３２条１項の不当性要件は、法１３２条の２とは異なり、非同族会

社との比較が困難な企業再編等の一環として行われる行為・計算の場合であっても、更正対

象同族会社の行為・計算自体について経済的合理性の有無が検討されなければならず、企業

再編等に係る経営判断等の不自然性や事業目的の合理性を考慮要素として重視して検討する

ことは誤りである。 

  （４）もっとも、原判決は、不当性要件の判断において、形式的には更正対象同族会社である相

手方の行った本件借入れを対象としてその経済的合理性の有無を検討しているのであるが、

企業再編等スキーム全体の目的の合理性を肯定した上で評価するという手法を採ったことに

より、本件借入れ自体に係る相手方自身の経済的利害の観点が著しく軽視される結果、実質

的には本件借入れ自体の経済的合理性ではなく、相手方の親会社の属する企業集団の事業目

的を対象にその経済的合理性の有無を検討しているに等しく、本件借入れについての経済的

合理性の判断を放棄しているものといわざるを得ない。 

     また、原判決は、企業再編等全体に係る原判決考慮事情①及び②を考慮事情とする理由と

して、「組織再編成を含む企業再編等は（中略）租税回避の手段として濫用されるおそれが

あること等に照らすと」と判示する（原判決２２ページ）。しかし、本件においてその適否

が問題となる法１３２条１項の規定の趣旨・目的が、同族会社と非同族会社との間の税負担

の公平を図るため、同族会社に対する支配力の濫用となる行為・計算を否認することにある

ことは、前記（３）を含めて繰り返し述べたとおりであるから、法１３２条の２のように組

織再編成の濫用を理由に同族会社の行為等の経済的合理性を判断するのは誤りである。しか
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も、企業再編等の手法が租税回避のために濫用されるおそれがあるからといって、更正対象

同族会社が行った具体的な行為・計算の経済的合理性の有無を判断する際に、当該行為等そ

のものの経済的合理性を離れて企業再編等の事業目的やこれに関連する手順等の不自然性や

不合理性を考慮しなければならない論理必然性はないし、企業再編等の事業目的等に係る原

判決考慮事情①及び②と更正対象同族会社自身に関する経済的合理性とがどのように結びつ

くのかも明らかでない。 

     さらに、原判決は、「例えば、単なる金銭の借入れであれば、独立当事者間の通常の取引

を想定することもできるが、当該借入れが企業再編等の一環として行われた場合には、企業

再編等自体が、その形態や方法が複雑かつ多様であり、基本的には、いかなる必要性に基づ

いてどのような形態、方法で行うかにつき当該企業集団の自律的判断に委ねられるものであ

ることからすると、独立当事者間の通常の取引に相当する企業再編等の形態、方法を想定す

ることは極めて困難である。」と判示し（原判決２４ページ）、原判決考慮事情①及び②を

重視して経済的合理性の有無を判断する判断枠組みを採る理由として、独立当事者間の通常

の取引を想定し得ないことを指摘している。 

     しかしながら、前記第３の２（１）ウで述べたとおり、法１３２条１項の不当性要件の判

断においては、非同族会社が行うことが想定できない行為が行われた事案であっても、経済

合理性基準は同様に当てはまり、更正対象同族会社にとっての経済的合理性という観点から

検討すべきことに変わりはないから、独立当事者間の通常の取引に相当する企業再編等の形

態、方法を想定することが困難であることを理由に、更正対象同族会社ではなくその資本主

やその属する企業集団等の企業再編等の事業目的等を重視して経済的合理性の有無を判断す

る論理必然性はない。他方で、繰り返し述べているとおり、法１３２条１項の規定の趣旨・

目的に鑑みれば、飽くまで更正対象同族会社の行為自体の目的、効果等を検討して経済的合

理性を判断すべきである。 

  （５）以上のとおり、法１３２条１項の不当性要件について、経済的合理性の有無を判断するに

当たり、原判決考慮事情①及び②の点を考慮要素として重視し、これらの点を検討の出発点

にする原判決の判断枠組みは明らかに誤っている。 

  ２ 法１３２条１項の適用について 

  （１）まず、原判決は、前記１（１）の判断枠組みへの当てはめにおいても、「本件再編成等ス

キームに基づく本件組織再編取引等は、日本の関連会社の経営の合理化という観点からみて、

資本関係の簡素化のほか、経営の効率化や管理コストの低減が期待できるものであって、ま

た、Ｍを最上位とするＭ部門における米国税制上のメリットも認められるものであったから、

（中略）被控訴人（引用者注：相手方）（括弧内略）に税負担の減少以外の経済的利益をも

たらすものであったといえる。」（原判決３０及び３１ページ）、「本件再編成等スキーム

に基づく本件組織再編取引等は、Ｍ部門のオランダ法人の負債軽減及び日本の関連会社の財

務の合理化という観点からみた場合、（中略）被控訴人（引用者注：相手方）に本件借入れ

に係る債務の負担及び利息の支払といった経済的負担をもたらす面があることは否定できな

いが、（中略）Ｃグループ全体の財務態勢が強化される結果、（中略）被控訴人（引用者

注：相手方）に（中略）税負担の減少以外の経済的利益をもたらすものであったということ

ができる。」（原判決３６ページ）、「仮にその同族会社単体でみたときには当面の資金需

要がなかったとしても、当該企業集団として、企業集団全体の財務マネジメントその他の経
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営判断から、その同族会社において他の企業を買収する資金を負担することが合理的に必要

となるような場合には、その同族会社にとっても合理的な資金需要になると考えられる。」

（原判決４２ページ）、「グループ全体の財務マネジメントやその他の観点から、本件借入

れが不合理とはいえない」（原判決４４ページ）などと判示し、相手方の具体的な経済的利

害とは結びつかない、相手方の資本主やその属する企業集団であるＣグループの事業目的等

を考慮して本件借入れが経済的合理性を有するとの結論を導いている。 

     しかしながら、前記第３の２（２）で述べたとおり、法１３２条１項は、租税法上、正に

同族会社を支配する企業集団等の意図に基づく租税回避行為を否認するための規定であり、

その判断基準は更正対象同族会社にとっての経済的合理性の有無であるから、本件のように

利払いを伴う借入れがされ、具体的な経済的不利益を被っている事案において、当該同族会

社が属する企業集団の事業目的等が当該同族会社の具体的な経済的利益と結びつかないので

あれば、そのような企業集団全体の利益をもって経済的合理性を肯定することはできないの

である。この点、原判決は、本件借入れに至る資金需要についても、相手方の資本主やその

属する企業集団全体の資金需要をもって直ちに更正対象同族会社の資金需要とみなしている

が、企業集団全体の資金需要をもって更正対象同族会社の資金需要に同視することはできず、

飽くまで更正対象同族会社にとっての資金需要という観点から評価されなければならない。

しかも、原判決の認定する本件組織再編取引等に伴う結果（原判決３０及び３１ページ「ｄ」

並びに３６ページ「ｆ」）は、いずれもＣグループ全体の将来の不確定な利益であったり、

抽象的な可能性や推測に基づく利益であったりするにとどまり、本件借入れとの間の因果関

係も明らかでない。 

     また、更正対象同族会社の資本主やその属する企業集団全体の利益が更正対象同族会社の

利益に結びつくとしても、その利益が抽象的なものであったり、将来の可能性であったりす

るにすぎない場合には、これを踏まえた慎重な判断が求められるところ、原判決の挙げる経

済的利益を相手方の経済的利益としてみても、いずれも抽象的ないし将来の可能性にすぎな

いから、巨額な本件借入れ及びその利払いにより経済的不利益を受ける相手方が、本件借入

れを行うことに経済的合理性があるか否かを検討するに当たって考慮に値しないものである。 

     このように、更正対象同族会社の具体的な経済的利益と結びつかない企業集団全体の利益

をもって経済的合理性を肯定する原判決の評価・判断は誤っている。 

  （２）次に、原判決は、原判決考慮事情①及び②、すなわち、企業再編の全体像の評価を出発点

にして、その評価を経済的合理性の有無の判断に直結させているが、このような判断手法は、

企業再編についての経営判断の経済的合理性を評価・判断しているに等しく、結果として、

実質的には更正対象同族会社の資本主やその属する企業集団全体の利益をもって法１３２条

１項の適用を否定する結論を採っているものと見ざるを得ないから、同項の規定の趣旨・目

的に反しその適用を誤っているというべきである。 

     なお、企業集団全体の利益が、更正対象同族会社の具体的利益と結びつく場合でも、経済

的合理性の判断における利益は、否認対象の行為・計算と因果関係がある範囲に限られる。

例えば、否認対象の行為・計算によって更正対象同族会社の資本主やその属する企業集団全

体の対外的な信用力が強化されて資金を得やすくなり、その結果、更正対象企業も企業集団

からの資金を得やすくなったことをその利益として検討する場合、その利益の範囲は、否認

対象の行為・計算の結果生じている企業集団全体の信用力ではなく、飽くまで否認対象の行



29 

 

為・計算によって「増加した信用力」の範囲に限られる。したがって、否認対象の行為・計

算の前の対外的な信用力とその後の対外的な信用力との差分が更正対象同族会社の具体的利

益として考慮すべき範囲ということになるから、その差分が更正対象同族会社にとってどの

程度の利益をもたらすのかも検討する必要がある。いずれの段階も抽象的で推測を伴う評価

とならざるを得ないことから、経済的合理性の判断に当たっては、果たして更正対象同族会

社に利益をもたらすものかどうかという観点での慎重な考慮が求められる。 

  （３）以上のとおり、原判決は、相手方の具体的利益に結びつかない、相手方の資本主やその属

する企業集団の事業目的等を考慮して本件借入れの経済的合理性を肯認するが、当該同族会

社の資本主やその属する企業集団の事業目的等が当該同族会社の具体的な経済的利益と結び

つかないのであれば、そのような企業集団全体の利益をもって経済的合理性を肯定すること

はできないし、原判決が認定する本件組織再編取引等に伴う効果は、いずれもＣグループ全

体の将来の不確定な利益であったり、抽象的な可能性や推測に基づく利益であったりするに

とどまり、本件借入れと間の因果関係も明らかではない上、相手方の経済的利益として見て

も、いずれも抽象的ないし将来の可能性にすぎないから、巨額の本件借入れ及び利払いによ

り経済的不利益を受ける相手方が、本件借入れを行うことに経済的合理性があるか否かを検

討するに当たって考慮に値しないものである。 

     また、原判決の判断は、実質的には更正対象同族会社の資本主やその属する企業集団全体

の利益をもって法１３２条１項の適用を否定する結論を採っているものと見ざるを得ず、同

項の趣旨・目的に反している。 

     したがって、原判決は、法１３２条１項の適用を誤っている。 

 

 第５ 原判決の判断は、高等裁判所の判例と相反するものであり、本件は法令解釈に関する重要な

事項を含むものであること 

  １ 原判決の判断は、高等裁判所の判例の判断と相反すること 

  （１）前記第４の１（１）のとおり、原判決は、不当性要件の判断枠組みに関し、経済合理性基

準を掲げながら、「同族会社が当該同族会社の株主等又はその関連会社からした金銭の無担

保借入れが不当性要件に該当するか否かについては、（中略）上記のような借入れが当該同

族会社の属する企業集団の再編等（括弧内略）の一環として行われた場合においては、（中

略）①当該借入れを伴う企業再編等が、通常は想定されない企業再編等の手順や手法に基づ

いたり、実態とは乖離した形式を作出したりするなど、不自然なものであるかどうか、②税

負担の減少以外にそのような借入れを伴う企業再編等を行うことの合理的な理由となる事業

目的その他の事由が存在するかどうか等の事情も考慮した上で、当該借入れが経済的合理性

を欠くか否かを判断すべきである」（原判決２２ページ）と判示している。 

     この判示からすると、原判決は、法１３２条１項の不当性要件の判断に当たって、経済合

理性基準を採用するとしながら、更正対象同族会社の資本主やその属する企業集団の事業目

的である企業再編全体の経済的合理性の有無を判断しており、更正対象同族会社自身の経済

的合理性を判断する判断枠組みを採用しておらず、実質的には、経済合理性基準の採用を放

棄しているといえるし、その当てはめにおいても、本件借入れの目的について、「企業再編

成等スキームの一部を成すものとして、その必要性、合理性を認めることができる。」（原

判決３７ページ）と判示し、相手方自身にとっての必要性及び合理性の有無を検討していな
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い。 

     また、原判決は、不当性要件の判断枠組みとして、経済的合理性を欠く場合には、独立当

事者間の通常の取引と異なっている場合なども含まれる旨の申立人の主張に対し、「例えば、

単なる金銭の借入れであれば、独立当事者間の通常の取引を想定することもできるが、当該

借入れが企業再編等の一環として行われた場合には、企業再編等自体が、その形態や方法が

複雑かつ多様であり、基本的には、いかなる必要性に基づいてどのような形態、方法で行う

かにつき当該企業集団の自律的判断に委ねられるものであることからすると、独立当事者間

の通常の取引に相当する企業再編等の形態、方法を想定することは極めて困難である。そう

すると、本件における不当性要件の判断枠組みとして、控訴人（引用者注：申立人）の上記

主張のように解するのは相当ではな」いと判示し、経済合理性基準を判断するに当たって独

立当事者間取引基準を採用することを否定した（原判決２４ページ）。 

  （２）この点、法１３２条１項の不当性要件に関し、経済合理性基準の具体的な適用の在り方に

ついての判断を示した最高裁判所の判例は存在せず、「高等裁判所の判例」（民事訴訟法３

１８条１項）として、東京高等裁判所平成２７年３月２５日判決（判例時報２２６７号２４

ページ。甲５１。以下「東京高裁平成２７年判決」という。）があるが、原判決の上記判断

は、東京高裁平成２７年判決と相反するものである。 

     すなわち、東京高裁平成２７年判決は、国際的な企業グループにおける中間持株会社の創

設等により生じた繰越欠損金を巡り法１３２条１項の適用の可否が問題となった事案につい

て、「法人税法１３２条１項の趣旨に照らせば、同族会社の行為又は計算が、同項にいう

『これを容認した場合には法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの』

か否かは、専ら経済的、実質的見地において当該行為又は計算が純粋経済人として不合理、

不自然なものと認められるか否かという客観的、合理的基準に従って判断すべきものと解さ

れる」として、経済合理性基準を採用するとした上で、「同項が同族会社と非同族会社の間

の税負担の公平を維持する趣旨であることに鑑みれば、当該行為又は計算が、純粋経済人と

して不合理、不自然なもの、すなわち、経済的合理性を欠く場合には、独立かつ対等で相互

に特殊関係のない当事者間で通常行われる取引（独立当事者間の通常の取引）と異なってい

る場合を含むものと解するのが相当であり、このような取引に当たるかどうかについては、

個別具体的な事案に即した検討を要するものというべきである。」とし、経済合理性基準を

判断するに当たって独立当事者間取引基準を採用すると判示した。 

     また、東京高裁平成２７年判決は、当該事件における被控訴人の「同族会社の行為又は計

算が経済的合理性を欠く場合とは、当該行為又は計算が、異常ないし変則的であり、かつ、

租税回避以外に正当な理由ないし事業目的が存在しないと認められる場合であることを要す

る」旨の主張に対し、「法人の諸活動は、様々な目的や理由によって行われ得るのであって、

必ずしも単一の目的や理由によって行われるとは限らないから、（中略）被控訴人主張のよ

うな解釈を採用すれば、税務署長が法人税法１３２条１項所定の権限を行使することは事実

上困難になるものと考えられる。そのような解釈は、同族会社が少数の株主又は社員によっ

て支配されているため、当該会社の法人税の負担を不当に減少させる行為や計算が行われや

すいことに鑑み、同族会社と非同族会社の税負担の公平を図るために設けられた同項の趣旨

を損ないかねない」ことなどから、上記主張は採用することができない旨判示した。 

  （３）したがって、経済合理性基準の具体的な判断基準として前記（１）のような基準を立て、
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独立当事者間取引基準を否定し、企業再編全体の自然性、合理性から経済的合理性を検討し

た原判決は、法１３２条１項の不当性要件の判断において経済合理性基準を採用し、独立当

事者間取引基準を用いて更正対象同族会社自身の経済的合理性を判断した東京高裁平成２７

年判決と相反するものである。 

  ２ 原判決の判断は、法１３２条１項の解釈、適用を誤ったものであり、本件は法令の解釈に関

する重要な事項を含むこと 

    前記第３及び第４のとおり、原判決の判断には、法１３２条１項の解釈適用について、結論

に影響を及ぼす明らかな誤りがあり、原判決の解釈は、企業再編等における法１３２条１項

の適用範囲を著しく狭めるものであって、その実務的影響は看過し難い。 

    また、国際的な企業グループのグループ内の取引に対する同項の適用に当たっての解釈・適

用上の限界については、いまだ最高裁判所の明示の判断はされていない。そして、前記１の

とおり、法１３２条１項の不当性要件の判断に当たって、東京高裁平成２７年判決は、独立

企業間取引基準を採用したのに対し、原判決では、同基準の採用が否定されており、各高裁

判決の内容は齟齬している。法１３２条１項の不当性要件の解釈・適用の在り方は、同族会

社と非同族会社の税負担の公平を図り、適正公平な法人税の課税を実現するに当たり極めて

重要であるが、この点について判断を示した最高裁判決が存在しない中、高等裁判所の判決

の間で相互に判断が分かれたままとなった場合には、法１３２条１項の解釈・適用の判断基

準が定まらず、課税実務は著しく混乱することとなる。 

    以上のとおり、原判決の判断は課税実務に多大の影響を及ぼすものであるから、本件は法令

の解釈に関する重要な事項を含むものであることが明らかである。 

 

 第６ 処分行政庁による課税標準等の引き直し計算は適法であること 

  １ 法１３２条１項に規定する「税務署長の認めるところ」による課税標準等の計算方法 

  （１）法１３２条１項は、内国法人である同族会社等の行為又は計算で、これを容認した場合に

は法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、「その行為

又は計算にかかわらず、税務署長の認めるところにより」法人税の課税標準等を計算するこ

とができる旨規定しており、同項の適用が認められる場合には、その法律効果として、税務

署長は、自らの認めるところにより、法人税の課税標準等を計算して更正等の処分を行うこ

とができる。すなわち、内国法人（同族会社）の行為又は計算を容認した場合に、法人税の

負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、税務署長は、その不当

な税負担減少結果を排除するよう課税標準等を計算する必要がある。 

     そして、不当な税負担減少結果を排除する方法については、法１３２条１項の文理上、

「その行為又は計算にかかわらず、税務署長の認めるところにより」、「計算することがで

きる」と規定されていることからすれば、同族会社の行為又は計算が私法上有効であるとし

ても、租税法上はなかったものとして、その課税標準や税額等を計算し直すことをいうもの

と解される。ここで、同族会社の行為又は計算を租税法上なかったものとして計算し直すと

いうのは、最高裁判所平成１６年７月２０日第三小法廷判決（集民２１４号１０７１ページ）

が判示するところの「正常な行為又は計算」に引き直すことであって、必ずしも、実際に行

われた行為又は計算とは異なる行為又は計算（例えば、実際に行われた行為とは取引の経済

条件を異にする行為）を新たに設定した上でその新たに設定した行為又は計算を前提に課税
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標準等を計算し直す場合（東京高裁平成１３年７月５日判決〔甲５７〕の事案でいえば、実

際に行われた高額の払込金額を株式の額面金額に引き直して計算する場合）に限られず、経

済的合理性を欠く行為又は計算が租税法上存在しないものとして、すなわち、当該行為又は

計算がなかったことを「正常な行為又は計算」として、課税標準等を計算し直す場合も含ま

れるというべきである。 

  （２）このことは、例えば、①同族会社が行った地上権設定契約が独立当事者間においては通常

行われないものであるとして、所得税法１５７条１項により、同契約自体を否認し得るとし

た裁判例（福岡高裁平成１１年１１月１９日判決・税務訴訟資料２４５号３２７ページ、そ

の第一審判決である福岡地裁平成１１年６月２９日判決・税務訴訟資料２４３号７４８ペー

ジ）、②同族会社によるファンド取引につき、「『正常な行為又は計算』を観念し得ない」

として、当該取引自体を否認し得るとした裁判例（東京高裁平成１８年６月２９日判決・税

務訴訟資料２５６号順号１０４４０）、③役員報酬や給与等の支給自体が不自然かつ不合理

な行為又は計算であるとして、その全額の損金算入の否認を認めた裁判例（東京高裁平成１

０年４月２８日判決・税務訴訟資料２３１号８６６ページ、その第一審判決である東京地裁

平成８年１１月２９日判決・判例時報１６０２号５６ページ、長崎地裁平成２１年３月１０

日判決・税務訴訟資料２５９号順号１１１５３）、④交際費等を一切支出・計上しないこと

が正常な行為又は計算であるとして、損金算入を認めなかった裁判例（東京高裁平成２２年

８月２６日判決・税務訴訟資料２６０号順号１１４９７、その第一審判決である横浜地裁平

成２２年３月２４日判決・税務訴訟資料２６０号順号１１４０１）等からも裏付けられる

（一審被告の平成２８年１０月１１日付け準備書面（３）・１５及び１６ページ）。 

     また、この点については、「例えば、役員から無収益財産を購入し、それに要する維持費

を支払つた場合には、その無収益財産を現実に購入したということが契約者その他によつて

確認できたとしても、その行為又は計算を否認して、場合によつては、税務上はその事実が

なかつた状態として法人税について更正を行うことができることとなるのである。」と解説

されている（武田昌輔編著・ＤＨＣコンメンタール法人税法５５６５ページ）。 

  ２ 処分行政庁による課税標準等の引き直し計算は適法であること 

    前記第３で述べたとおり、本件借入れは、経済的合理性を欠く行為であって、これを容認し

た場合、本件借入れにより生じる本件利息を損金の額に算入することにより相手方の法人税

の負担が不当に減少する結果となると認められる。 

    そこで、本件借入れにつき法１３２条１項を適用し、本件借入れを租税法上なかったものと

見ることによって、本件利息は租税法上損金の額に算入される支払利息としての性質を失う

から、本件利息が損金の額に算入されないこととして、相手方の法人税の課税標準である所

得の金額（法２１条）や税額を計算し直す（引き直し計算を行う）ことになる。これが本件

における「税務署長の認めるところ」による課税標準等の計算である。 

    すなわち、処分行政庁による課税標準等の引き直し計算は、法１３２条１項の規定により、

本件借入れについて、「その行為又は計算にかかわらず、税務署長の認めるところにより」

計算されたものであり、適法である。 

 

 第７ 結語 

    以上のとおり、本件は、原判決に高等裁判所の判例と相反する判断その他の法令の解釈に関
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する重要な事項を含むものと認められる事件（民事訴訟法３１８条１項）であるから上告受

理決定がされるべきであり、かつ、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある

（同法３２５条２項）から、原判決は破棄されるべきものである。 

    よって、本件上告受理申立てを受理した上、原判決を破棄し、更に相当の裁判をすることを

求める。 

 

以 上 

 

「別紙・別添省略」 
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別表、上告受理申立て理由書目次 省略 


	13707_1（p1-8）
	13707_2（p9-10）
	13707_3（p11-34）

